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Head-bar組立施工管理基準 

 

プレート定着型せん断補強鉄筋「Head-bar」建設技術審査証明報告書に基づき、Head-bar 組立時の施

工管理基準を以下に示す。 

 

 

 

１． 配 置 

 

（1） Head-barの諸性能を十分発揮する為には、組立誤差ができるだけ小さくなるように注意し、原則的に

は、Head-barのプレートとバリあるいは母材とバリが掛けられる鉄筋に密着するように掛けること。 

（2） Head-bar は、半円形フックに準じて主鉄筋と配力筋（または帯鉄筋）の交点にできるだけ近い位置に

配置する。また、プレートの長辺方向は掛けられる鉄筋とできるだけ直交させる。 

（3）壁式橋脚のように主鉄筋の外側に帯鉄筋が配置されている場合、原則として Head-bar のプレートが

帯鉄筋に掛かるようにしなければならない。 

（4）主鉄筋と、配力筋または帯鉄筋の全ての交点に Head-bar が配置される場合を除き、Head-bar を千

鳥に配置することを推奨する。 

（5）かぶりは適切に確保しなければならない。かぶりの最小値は適用する設計基準（道路橋示方書・コン

クリート標準示方書等）に準拠する。 

 

 

 

２．組立て 

 

Head-bar のプレートが掛けるべき鉄筋に確実に掛かり、またコンクリート打設時の振動等によって動いた

り回転したりする事を防ぐ為に、Head-bar と掛けられる鉄筋を結束線等で固定しなければならない。特に、

鉄道系配筋では主鉄筋掛けが原則であり、主筋が縦方向の部材ではプレートが横向きに配置されるため、

プレートが回転したり、下にズレないように注意し、確実に固定する必要がある。 

また、状況によりプレート近くでの結束が困難な場合は他の部分でしっかり結束し、コンクリート打設等に

より Head-barがズレないようにしなければならない。 
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３．施工管理規定値 

 

以下に施工管理規定値を示す。 

 

（1） 矩形プレートが掛けられる鉄筋に直交する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 )矩形プレートが施工上やむを得ず掛けられる鉄筋に斜交する場合 
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(3) 円形プレートの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) プレート面と鉄筋のはなれ  

施工誤差からプレートと掛けられる鉄筋のはなれ（H）が生じても、プレートによるコンクリート支圧応力

伝達範囲に掛けられる鉄筋があれば、掛けられる鉄筋への拘束効果は発揮される。 

なお、はなれ(H)の許容値についての明確な数値は無いが、矩形プレートに関しては 20mm 離れた状

態での実験を実施し、同等の性能(せん断及び横拘束性能)が確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


